
530円 795円

基本料金 １割負担

1,530円
  週４日以上３０分以上　訪問 6,550円 655円 1,310円 1,965円

1,275円
　週３日以内３０分以上　訪問 5,550円
  週４日以上３０分未満　訪問 5,100円

　月の初日 7,710円 771円    1,542円   　2,313円

1,665円

8,500円 850円   1,700円   2,550円

１割負担 ２割負担 ３割負担
　２．精神科訪問看護基本療養費

850円

主治医の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合(月
１４日目まで）15日目以降は2,000円

  基本療養費 Ⅱ（居住系施設入居者への複数訪問看護）
  週３日以内訪問 5,550円 555円

別紙　2

24時間対応体制加算　［6,800円／月］
1割負担 2割負担

100円 150円50円
1割負担 2割負担 3割負担

難病等複数回訪問加算[4,500円/日]

難病等複数回訪問加算[8,000円/日]

1割負担

2割負担 3割負担
800円

2割負担

520円 1,040円 1,560円

2,040円
緊急訪問看護加算　［2,650円／日］

乳幼児加算・幼児加算［500円／日］

1割負担 2割負担 3割負担
265円

1割負担
420円 840円 1,260円

210円

2割負担 3割負担

3割負担
680円 1,360円

4,250円 425円

　３．訪問看護管理療養費

420円 630円
1割負担

1,110円
510円 1,020円

※准看護師の場合、基本料金が１割減になります。

　1,110円 　1,665円

2,400円

　褥瘡専門訪問看護料　（１回/月）    12,850円    1,285円   2,570円   3,855円

655円 　1,310円 　1,965円
　基本療養費 Ⅲ（入院中の試験外泊時）

6,550円

　週４日以上訪問 6,550円 655円 1,310円

　１日３回訪問(上記に追加） 8,000円 800円 1,600円

1,965円
　１日２回訪問（上記に追加） 4,500円 450円   900円 1,350円

３割負担
  週３日以内訪問 5,550円 555円 1,110円 1,665円

訪問看護料金表　(医療保険)

　１．基本療養費
　基本療養費 Ⅰ 基本料金 １割負担 ２割負担

  週４日以上訪問

　 　602円

午前6時～午前8時　・　午後6時～午後10時までの時間帯に
訪問看護を行った場合

早朝・夜間加算　［2,100円］

※訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うための料金となります。

　基本療養費Ⅰ　２日目～

２割負担 ３割負担

3,010円 301円

人工呼吸器を使用している方で、サービス提供時間が90分を
超える場合等、その他

365日夜間、休日を問わず在宅看護サービスを受けることが
できます。

午後10時～午前6時までの時間帯に訪問看護を行った場合

深夜加算　［4,200円］

一日に2回目の訪問の場合

2割負担 3割負担

長時間訪問看護加算［5,200円／週1回］
1割負担

3歳未満の乳幼児、又は3歳以上6歳未満の幼児に対し、訪問
看護を実施した場合

555円

2割負担 3割負担

*40歳までの医療保険加入者、40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方、末期の悪性腫瘍等厚生労働大臣の定める
疾病等の方が対象です。利用は、原則１日1回（１回の訪問は最大９０分）で週３日までとなっています。ただし、介護保
険利用者で急性憎悪で特別指示書の期間又は、別に厚生労働大臣の定める疾病等の利用者は、複数回訪問が可能
となります。

1,110円 1,665円

　４．各種加算

　  903円

555円

3割負担
450円 900円 1,350円

　理学療法士等による訪問

※准看護師の場合、基本料金が１割減になります。

　精神科訪問看護基本療養費 Ⅰ 基本料金
  週３日以内３０分未満　訪問

5,550円

一日に3回目の訪問の場合1割負担
1,600円 2,400円



：
：
：
：
：
：

      社会福祉法人桜丘会　　　訪問看護ステーション幸

1割負担 2割負担 3割負担
500円 1,000円

1,000円 2,000円 3,000円
特別管理加算［5,000円／月］

2割負担

する場合の交通費

　　社会保険・国民健康保険　　       　　　 　 負担割合分
　　後期高齢者医療被保険　　       　　　 　 負担割合分
　　他、各種健康保険       　　　 　 負担割合分

訪問看護療養情報提供療養費　　　　［1,500円］
市町村又は入院（入所）する施設に訪問看護の状況を記した
文章を添えて必要な情報を提供した場合1割負担 2割負担 3割負担

150円

交通費の実額を請求いたします。ただし、自動車を使用した場
合、交通費１㎞毎に37円を請求いたします。

所持している場合、自己負担は全額助成されます。

400円 600円

　　公費負担医療費受給者証（マル福）

300円 450円

　　指定難病医療費受給者証 2割負担及び当該疾患に関わる受診、処方と合わせて上限額まで

300円 600円 900円

通常のサービス地域を超えてサービスを提供する

3割負担

　　高額療養費制度 　 負担割合分

2割負担
利用者の急変に伴い、関係する医療従事者と共同で、ご自宅
を訪れカンファレンスを行い、共同で療養上必要な指導を行っ
た場合

 ５.その他の料金

600円 1,200円 1,800円

3割負担
在宅患者連携指導加算［3,000円/月］

1割負担

200円 400円 600円

2割負担 3割負担1割負担

1割負担 2割負担 3割負担

3割負担1割負担 2割負担

1,600円 2,400円800円

複数名訪問看護加算［3,800円］
1割負担 2割負担 3割負担

1,140円
退院時共同指導加算［8，000円］

380円 760円

1割負担 2割負担 3割負担
430円 860円 1,290円

2,500円 5,000円 7,500円

特別管理加算［2,500円／月］
1割負担 2割負担 3割負担

ターミナルケア療養費 2［10,000円］
1割負担 2割負担

ターミナルケア療養費 1［25,000円］
1割負担 2割負担 3割負担

　在宅で実施する死後の処置料 3,000円（税抜）

複数名訪問看護加算［4,500円］

200円

特別管理指導加算［2,000円］

在宅患者緊急時等カンファレンス加算［2,000円］
1割負担

退院支援指導加算［6,000円］

3割負担

1,500円

250円 500円 750円

退院時共同指導加算を算定する場合で、カテーテルを使用し
ている状態等の厚生労働大臣の定めた状況の場合

退院・退所にあたって、主治医や他医療機関職種と共同して
在宅での療養上必要な指導を行った場合

看護師が同時に他の准看護師と同時に指定訪問看護を行っ
た場合

看護師が他の看護師や理学療法士等と同時に指定訪問看護
を行った場合

在宅酸素療法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人口
呼吸器指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理等を受けてい
る方等

主治医と連携の下、在宅において終末期の看護サービスを継
続して最期まで実施した場合、又は、医療機関に搬送されて
24時間以内に亡くなった場合

主治医と連携の下、特別養護老人ホーム等において終末期
の看護サービスを継続して最期まで実施した場合、又は、医
療機関に搬送されて24時間以内に亡くなった場合

<重症度の高い方>在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切
開患者指導管理を受けている方、留置カテーテルを使用して
いる方

訪問看護医療DX情報活用加算　　　［50円/月］
1割負担 2割負担 3割負担

医療関係職種間で共有した情報を踏まえて、利用者及び家族
への指導を行うと共に、その内容を他職種に情報提供した場
合

退院日に、在宅での療養上必要な指導を行った場合

5円 10円 15円

当事業所において、電子資格確認システム等を活用して得ら
れる情報について計画的な管理を行っている場合

訪問看護物価対応料１　　　　　　　［月の初日60円、（２日目以降20円）］
令和8年、9年度の物価上昇に段階的に対応するため、訪問
看護療養費に併せて算定1割負担 2割負担 3割負担

6円（2円） 12円（4円） 18円（6円）
訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）　　［1,050円/月］

訪問看護ステーションの幅広い人材確保及び確実な賃上げ
R9.6月から所定額の100分の200を算定1割負担 2割負担 3割負担

105円 210円 315円


